
 

 

こども青少年局こどもの健康と安全推進会議 設置要綱 

 

 

施 行 日 平 成 28年 ３ 月 22日 

最近改正日 令 和 ７年 ４月 １ 日 

 

（設 置） 

 第１条 大阪市内の特定教育・保育施設等における入所（園）児童の健康の保持・増進を図ると

ともに、安心・安全な保育が提供されるよう、情報提供及び必要な助言指導を行うため、こど

も青少年局に「こどもの健康と安全推進会議」（以下、「推進会議」という。）を設置する。 

 

 （趣 旨） 

 第２条 推進会議は入所（園）児童の健康等を確保し、重大な事故の発生を防ぐために、施設長

を中心とした全職員それぞれが役割を認識し、的確な対応と危機管理ができるよう各種マニュ

アル等の検証及び改定を行い、各施設等に情報提供するとともに、必要な助言指導を行う。 

 

 （組 織） 

第３条 推進会議は、委員長、副委員長、委員で構成する。 

（１）委員長は、こども青少年局幼保施策部長とする。 

 （２）副委員長は、こども青少年局保育所機能整備担当部長及びこども青少年局医務監又は医

務主幹とする。 

 （３）委員は、別表１に掲げる職にある者とする。 

 （４）推進会議の庶務は、幼保企画課担当係長及び保育所運営課担当係長において処理する。 

 

（委員長等の職務） 

 第４条 委員長は推進会議の事務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があると

きは、その職務を代行する。 

 

（ワ－キングチーム） 

 第５条 推進会議は、別表２に掲げるワーキング会議を開催することができる。 

  ２ ワ－キングチームは、委員長が指名する者をもって構成する。 

  ３ ワ－キングチームは、それぞれの検討内容や成果物について、推進会議に報告し相互に情

報共有を行う。 

  ４ ワ－キングチームは、マニュアルの作成等に向けた作業部会として、別表２に掲げる検討

会議等を開催することができる。 

 

（関係者の出席） 

 第６条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（施行の細目） 

 第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年３月22日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、平成29年11月17日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成30年５月１日から施行する。 

    附 則 



  この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



 

別表１（第３条関係） 

 

 

推 進 会 議 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〈 委 員 長 〉   こども青少年局    幼保施策部長 

 

 

〈 副 委 員 長 〉  こども青少年局    保育所機能整備担当部長 

医務監又は医務主幹 

 

 

〈 委 員 〉       幼保企画課     幼保企画課長 

指導担当課長 

                     保育教育指導担当課長代理 

                     担当係長（看護師） 

                     担当係長（栄養士） 

                     担当係長（保育士） 

 

           保育所運営課     保育所運営課長 

保育内容充実担当課長 

                     ブロック運営担当課長代理 

                     担当係長（看護師） 

                     技能統括主任 

 

 
〈 庶 務 〉    幼保企画課     担当係長 

           保育所運営課    担当係長 

 



 

別表２（第５条関係） 

 

○委員長が指名する者により構成するワーキング会議（第５条）  

・「安全と保健」に関するワーキングチーム 

・「食」に関するワーキングチーム 

 


